
◎我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に

関する特別措置法 
（令和五年六月二三日法律第六九号）   

一、 提案理由（令和五年四月七日・衆議院財務金融委員会） 

○鈴木国務大臣 おはようございます。 

 ただいま議題となりました我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確

保に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛

力の安定的な維持に要する費用の財源に充てるため、財政投融資特別会計財政融資資金

勘定及び外国為替資金特別会計からの繰入金、独立行政法人国立病院機構及び独立行政

法人地域医療機能推進機構の国庫納付金並びに国有財産の処分による収入その他の租税

収入以外の収入を確保するとともに、これらの税外収入を活用した防衛力強化資金を設

置することとしたところであります。 

 本法律案は、このための法律上の手当てについて措置するものであります。 

 以下、その内容を申し上げます。 

 第一に、令和五年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二千億円

を限り、一般会計に繰り入れることができることとしております。 

 第二に、令和五年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国

為替資金特別会計からの一般会計への繰入れをするほか、同特別会計から、約一兆二千

億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとしております。 

 第三に、独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度において、積立金のうち、四

百二十二億円を国庫に納付しなければならないこととしております。 

 第四に、独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度において、積立金の

うち、三百二十四億円を国庫に納付しなければならないこととしております。 

 第五に、防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のため

に確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の

間、一般会計に防衛力強化資金を設置することとしております。この資金は、防衛力整

備計画対象経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用すること

ができることとしております。 

 以上が、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措

置法案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和五年五月二三日） 

○塚田一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化等に要する費用の財



源に充てるため、外国為替資金特別会計等からの繰入金、独立行政法人国立病院機構等

の国庫納付金及び国有財産の処分等による税外収入を確保するとともに、これらを活用

した防衛力強化資金を設置するものであります。 

 本案は、去る四月六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、当委員会に

付託され、翌七日、鈴木財務大臣から趣旨の説明を聴取し、質疑に入り、複数回にわた

る参考人質疑や安全保障委員会との連合審査を行ったほか、五月九日岸田内閣総理大臣

に対する質疑を行うなど、三十七時間を超える審査を慎重に行い、十九日質疑を終局い

たしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和五年六月一六日） 

○酒井庸行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強

化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するため、所要の措置を講じようと

するものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、福島県に委員を派遣

し、地方公聴会を実施したほか、岸田内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 

 また、三度にわたり外交防衛委員会との連合審査会を行い、連合審査会においても参

考人から意見を聴取するなど、幅広い審査を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、防衛力の抜本的強化が必要な理由、今後五年間の

防衛力整備の水準の妥当性、歳出改革の具体的な内容及び今後の見通し、決算剰余金を

安定財源とみなすことの是非、更なる税外収入確保のための方策、復興特別所得税の課

税期間延長等について国民の理解を得る必要性、防衛装備品に係る予算査定の在り方等

でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して柴愼一委員、日

本維新の会を代表して梅村聡委員、国民民主党・新緑風会を代表して大塚耕平委員、日

本共産党を代表して井上哲士委員、各派に属しない議員の神谷宗幣委員及び堂込麻紀子

委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


